
事前打合せ 

申請書類等の受理 

初回適合性評価 

認証の決定 

認証契約 

認証書の交付 

認証維持審査 

認証継続 

認証の区分、工場などの打ち合わせ 

手数料の見積り、スケジュールの決定等 

工場審査及び製品試験 

不適合事項適合性評価 

不認証の決定 

3年以内での定期認証維持審査 

JIS規格改正等による臨時認証維持審査 

申請書等の受理から認証をするかどうかを決定するための標準的な期間は3ヶ月です。但し、不適合

事項の指摘に対する是正処置など、申請者で要した期間により、この期間を超える場合もあります。 

不適合事項の指摘 

JISマーク認証の流れ 


